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資料１       豊島区外部評価委員会委員名簿 

                                            （敬称略、五十音順） 

  
氏     名   備  考 

阿部 等 区 民 
  

村上 政美 区 民 
  

森   清 区 民 
  

公 
 

募 
 

区 
 

民 

矢口 節子 区 民 
  

岡田  彰 拓殖大学政経学部教授 副委員長 

申 龍徹 
財）地方自治総合研究所特別研究員 

法政大学法学部兼任講師  

原田  久 立教大学法学部准教授 
  

宮﨑  伸光 法政大学法学部教授 委員長 

学 
 

識 
 

経 
 

験 
 

者 

山村 正二郎 公認会計士 
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資料２     豊島区外部評価委員会委員名簿(部会別) 

（◎は部会長、50音順、敬称略） 
●部会Ａ 

氏　　名 担当する政策等

阿部　等（区民）

申　龍徹（学識）

宮﨑　伸光（◎学識）

村上　政美（区民）

山村　正二郎（学識）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価事業数３４、１外郭団体

●部会B

氏　　名 担当する政策等

岡田　　彰（◎学識）

原田　　久（学識）

森　清（区民）

矢口　節子（区民）

山村　正二郎（学識）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価事業数２１、１外郭団体

　　　１．心ふれあうコミュニティの形成

　　　２．平和と人権の尊重

　　　３．災害に強いまちづくりの推進

　　　４．身近な安心と安全の確保

　　　５．（経営評価）財団法人としま未来文化財団

　　　１．みどりの創造と保全

　　　２．環境の保全

　　　３．魅力あるまちづくりの推進

　　　４．魅力ある都心居住の場づくり

　　　５．交通体系の整備

　　　６．（経営評価）社団法人豊島区シルバー人材センター

 
 
 ※区民活動推進課・東部区民事務所・西部区民事務所の事業 

のうち複数課で行なっているものは一括して評価した。 
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資料３      豊島区の施策体系（平成１８年度～２７年度） 

【地域づくりの方向】         【政 策】             【施 策】 
網掛けのある政策・施策が、今年度の外部評価対象です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①健康づくりの推進 
②多様化する保健課題への対応 
③健康危機管理 
④地域医療の充実 

１ すべての人が

地域で共に生きて

いけるまち 

２ 子どもを共に 
育むまち 

①福祉コミュニティの形成 
②地域ケアシステムの構築 
③保健福祉サービスの利用支援 
と質の向上 
④地域福祉と関係制度との連携 

1-1 地域福祉の推進 

①自立支援体制の整備 
②介護予防の推進 
③社会参加の促進 
④福祉サービス等の基盤整備 

1-2 高齢者・障害者の 

自立支援 

1-3 健康 

2-1 子どもの権利保障 

2-2 子育て環境の充実 

2-3 幼児教育 

2-4 学校における教育 

2-5 地域における教育 

3-1 心ふれあうコミュニ 

ティの形成 

3-2 平和と人権の尊重 

３ 多様なコミュ

ニティがあるまち 

160 
①子どもの権利の確立
②安全な生活の保障 
③遊びと交流の保障 
 

①総合相談体制の推進 
②多様な保育ニーズへの対応 
③サービス提供システムの整備
①男女共同参画社会の条件整備 

①平和と人権の尊重 

①地域活動への参加促進 
②地域住民相互の交流の促進 
③地域活動の活性化と連携の 
促進 
④協動の仕組みづくり 
⑤外国人との共生 

①家庭・地域の教育活動の推進 
②地域に開かれた学校の推進 

①生きる力を育む教育の推進 
②魅力ある学校づくり 
③教育環境の整備 
④学校に関わる安全対策 

①幼児教育の振興 
3-3 男女共同参画社会の 

実現 
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【地域づくりの方向】         【政 策】             【施 策】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①生涯学習の環境整備 
②個の学びから社会的な学習 
活動への転換 
③スポーツ・レクリエーション 
活動の充実 

①芸術・文化鑑賞機会の充実 
②芸術・文化活動機会の充実 

４ みどりのネッ

トワークを形成す

る環境のまち 

５ 人間優先の基

盤が整備された、

安心、安全のまち 

６ 魅力と活力に

あふれる、にぎわ

いのまち 

4-1 みどりの創造と保全 

4-2 環境の保全 

4-3 リサイクル・清掃事業

の推進 

①みどりの拠点拡大 
②みどりのネットワーク 

①都市公害の防止 
②都市環境の保全 
③地域美化の推進 

①ごみ減量・リサイクルの推進 
②資源循環型清掃事業の推進 

5-1 魅力あるまちづくり 

の推進 

5-2 魅力ある都心居住の 

場づくり 

5-3 交通体系の整備 

5-4 災害に強いまちづくり

の推進 

5-5 身近な安心と安全の 

確保 

①秩序ある市街地更新 
②個性ある快適なまちづくり 
③池袋副都心の再生 
④活力ある地域拠点の整備 

①安心居住の仕組みづくり
②良質な住宅の供給誘導 

 

①道路・橋梁の整備と維持保全 
②自転車・自動車対策の推進 
③公共交通の整備 

①防災行動力の向上と連携 
②応急・復興活動を円滑に行う 
体制の整備 
③災害に強い都市空間の形成 
④総合治水対策の推進 

①治安対策 
②交通安全対策 

6-1 都市の魅力による 

集客力の向上 

6-2 産業振興による 

都市活力創出 

①にぎわい魅力商工都市の形成 
②観光まちづくりの推進 
③都市交流の推進 

①新たなビジネス展開の支援 
②地域産業の活性化 
③消費者権利の実現支援 

①文化によるまちの活性化 
②新たな芸術・文化の創出 
③伝統文化の継承 

7-1 文化による 

まちづくりの推進 

7-3 生涯学習・ 

生涯スポーツの推進 

７ 伝統・文化と新

たな息吹が融合す

る文化の風薫るま

ち 

7-2 芸術・文化の振興 
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資料４         豊島区行政評価実施要綱 
                                  平成 17年３月３日 
                                  区 長 決 裁  
（目的） 
第１条  この要綱は、区が行う行政活動に対する評価の実施、活用及び公表について必 
要な事項を定めることにより、区民の視点に立った成果重視の透明性の高い行政の推

進を図ることを目的とする。 
（評価の種類） 
第２条  区が実施する行政評価は次のとおりとする。 
（１）事務事業を対象とする評価（以下「事務事業評価」という。） 
（２）施策を対象とする評価（以下「施策評価」という。） 
（評価者及び評価方法） 
 第３条 評価者及び評価方法は次のとおりとする。 
（１）事務事業評価は指標等により効果を把握し、必要性、効率性等について評価す

るものとし、主として課長が実施する。 
（２） 施策評価は指標等により効果を把握し、有効性、構成事業の優先性等について

評価するものとし、主として部長が実施する。 
  ２ 評価は、別に定める評価表により行うものとする。 
（評価対象及び評価時期等） 
 第４条 評価対象及び評価時期等については、毎年度別に定める要領により決定する。 
（評価結果の活用） 
第５条 評価結果は次の事項に反映させるものとする。 
（１）施策及び事務事業の見直し 
（２）予算の編成 
（３）各種計画の策定、見直し 
（外部意見の反映） 
第６条 行政評価の実施にあたっては、別に定める豊島区外部評価委員会からの意見等 
を考慮し、行政評価の客観性、透明性の確保に努めるものとする。 
（評価結果の公表） 
第７条  評価結果は、原則としてすべて公表するものとする。 
（職員の研修等） 
第８条  評価能力の向上及び評価結果の活用を推進するため、必用に応じて職員研修を 
実施する。 
附則 
 この要綱は、平成１７年３月４日から施行する。 
 
 

 

162 



資料編 

資料５      豊島区外部評価委員会設置要綱 
                                  平成１８年１月１０日 
                                  行政経営課長決定  

制定 平成 17年３月３日 
全部改正 平成１８年１月１０日 

（設置） 

第１条 区が行う行政活動について学識等の第三者による評価を実施することで、評価の

客観性や透明性を高めるとともに区民にとってわかりやすい評価とするため、豊島区外

部評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は次の各号に掲げる事項を所掌し、意見等を区長に提言する。 

（１） 施策及び事務事業の評価に関すること。 

（２） 行政評価制度の改善等に関すること。 

（３） その他、区長が必要と認める事項に関すること。 

（構成） 

第３条 委員会は委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は次の各号に掲げる者で構成し、区長が委嘱する。 

 （１） 学識経験者  ９人以内 

 （２） 公募区民   ７人以内 

（委員長および副委員長） 

第４条 委員会に委員長および副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員のうちから区長が指名する者とする。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者とする。 

４ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に

事故があるときはその職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は就任した年の末日までとする。ただし、再任を妨げない。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があるときは構成員以外の者を会議に出席させることができる。 

（会議の公開） 

第７条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長の決定により非公開とすることがで

きる。 

（庶務） 

第８条 委員会等の庶務は、政策経営部行政経営課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 
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 この要綱は平成１７年３月４日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、豊島区の事案の決定等に関する規程（平成１７年豊島区訓令甲第２号）

第３条及び第４条の規定により、行政経営課長の決定区分とする。 

３ この要綱の施行前にこの要綱による改正前の豊島区外部評価委員会設置要綱の規定に

よりした処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の豊島区外部評価委員会設

置要綱の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成１９年度 豊島区外部評価委員会報告書 
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